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「いわて医療情報ネットワークシステム」による医療機能の把握について 

 

１ 医療機能調査の概要 

岩手県保健医療計画（2013-2017）に記載したがん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患及

び認知症の各疾病並びに在宅医療の医療体制に求められる医療機能等について、県内における医療機

関が有する医療機能を把握し、それを公表することにより、医療機関の役割分担と連携を一層促進す

るとともに、県民による適切な医療機関の選択を支援する。 

【「医療計画作成指針」（平成 24年３月 30日 厚生労働省医政局長通知別紙）抜粋】 

５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制については、基本方針の「第４ 医療提供施設相互間

の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な

事項」で示された方針に即して、かつ、患者や住民にわかりやすいように記載する。 

具体的には、５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれについて、(1)患者動向や、医療資源・連携等の医療提供体

制について把握した現状、(2)必要となる医療機能、(3)課題、数値目標、数値目標を達成するために必要な施策、(4)

原則として、各医療機能を担う医療機関等の名称、(5)評価・公表方法等を記載する。 

 

２ 「いわて医療情報ネットワークシステム」による医療機能調査の実施 

（１）これまでの調査方法からの変更点等 

  これまでの紙の調査票による「郵送調査方式」から、「いわて医療情報ネットワークシステム※」

による「インターネット調査方式」に変更し、調査を毎年度実施する。 

※「いわて医療情報ネットワークシステム」とは 

医療法第６条の３の規定の規定により、病院等に対し、医療機能に関する情報について都道府県知事への報告が

義務づけられているとともに、報告を受けた都道府県知事はその情報を住民・患者に対して提供する制度であり、

岩手県においては、当該システムによりインターネットを介した運用を行っているもの。 

 

【変更点等】 

変更点 
内 容 

変更によるメリット等 
変更前 変更後 

調査方法 郵送調査 

方式 

インターネット 

調査方式 

・前回調査時の回答内容が表示されることから、医療機能のうち変

更が生じた項目のみの回答で済み、医療機関の負担軽減が図られる。 

実施頻度 １回／５年 １回／年 ・定期的に医療機能を把握することにより、診療実態に即した医療

機能を公表することができ、県民の医療機関の選択をより適切に支

援することが期待できる。 

（２）調査方法が変更となる対象施設 

   病院、一般診療所、歯科診療所、薬局 

   ※ 訪問看護ステーションは、当該システムの対象となっていないことから、従前どおり郵送調

査方式により調査を行う。 

（３）適用年度 

   平成 26年度から適用する。 

 

３ その他 

  「いわて医療情報ネットワークシステム」の画面イメージは別添のとおり。 
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「いわて医療情報ネットワークシステム」画面イメージ 

【トップページ】 
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【医療機関向け：入力画面の例】 
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【県民向け：閲覧画面の例１】 
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【県民向け：閲覧画面の例２】 

 


